
がん予防重点健康教育及び
がん検診実施のための指針の一部改正について

令和７年度京都府生活習慣病検診等管理指導協議会がん検診部会

令和７年９月２日（火）１５：３０～１７：００

京都府健康福祉部健康対策課がん対策係
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資料３



【参考資料３：がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針参照】

◆改正の主な内容

・市町村において職域検診を含めた、住民のがん検診受診状況を一体的に把握

・その情報を踏まえ、適切な受診勧奨と精密検査受診の勧奨を行う。

・令和８年度からの努力義務とし、自治体検診DXが完了し、PMH（住民と関係

機関、自治体間での情報の共有、活用するための情報連携基盤）が活用可能

となる令和11年度以降の本格実施を目指す。

◆改正日 令和７年７月１日

◆適用日 令和８年４月１日
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がん予防重点健康教育及び
がん検診実施のための指針の一部改正について



出典：厚生労働省
令和7年度自治体検診事務デジタル化先行実証事業自治体説明会資料
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・把握する職域等がん検診情

報の具体的な項目は、様式

例１～５までを参照
【参考資料３：がん予防重点健康教育及び
がん検診実施のための指針 P28 ～参照】

・把握に当たっては、電子的

な方法を用いる等、市町村

の実態に応じて、効率的な

実施に努める。
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各検診の質問用紙 ＜様式例＞


